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１ 免許  

（１）麻薬取扱者免許の種類（麻薬及び向精神薬取締法（以下，法）第２条） 

① 麻薬施用者 

ア 麻薬施用者とは，県知事の免許を受けて，疾病治療の目的で業務上，麻薬を施用

し，若しくは施用のため交付し，又は麻薬を記載した処方箋（以下「麻薬処方箋」と

いう）を交付する者です。 

イ 動物病院においては，勤務する獣医師が取得可能です。 

ウ 免許は獣医師個人に与えられるもので，免許を取得した獣医師以外は麻薬を使えま

せん。また，免許証を他人に譲り渡し，又は貸与することはできません。 

エ 麻薬施用者は，免許証に記載された麻薬診療施設以外では麻薬の施用ができません

（免許申請時に複数の施設を記載すれば，免許証に複数の施設が記載されます）。 

オ 都道府県知事ごとの免許なので，都道府県が異なる２か所以上の施設で麻薬施用者

になるためには，それぞれの都道府県知事の免許が必要です。 

② 麻薬管理者 

ア 麻薬管理者とは，県知事の免許を受けて，麻薬診療施設で施用され，又は施用のた

め交付される麻薬を業務上管理する者です。 

イ 動物病院においては，勤務する獣医師又は薬剤師が取得可能です。 

ウ ２人以上の麻薬施用者が従事する施設には，免許を受けた麻薬管理者１名を置かな

ければなりません。この場合，同じ獣医師が麻薬施用者と麻薬管理者を兼ねることは

可能ですが，それぞれに免許を取得する必要があります。 

エ 麻薬施用者が１名だけの施設では麻薬管理者免許を取得する必要はありませんが，

麻薬施用者自らが麻薬を管理しなければなりません。 

オ 免許は個人に与えられるものです。免許証を他人に譲り渡し，又は貸与することは

できません。 

 

（２）免許申請（法第３条） 

ア 動物病院においては，麻薬施用者は勤務する獣医師が，麻薬管理者は勤務する獣医

師又は薬剤師が免許を取得することが可能です。 

イ 取得要件として，心身の障害により麻薬取扱者としての業務を適正に行うことがで

きない場合や，麻薬中毒者又は覚醒剤の中毒者である場合，その他，法第３条第３項

に掲げる欠格条項に該当していないことが必要です。 

ウ 申請にあたっては以下の書類を提出する必要があります。 

○ 麻薬取扱者免許申請書 

○ 申請者の診断書（申請日から１ヶ月以内に作成されたもの） 

○ 獣医師免許証又は薬剤師免許証の原本 

○ 申請手数料（県収入証紙4,000円） 

○ 新たに麻薬を取扱う施設の場合は施設の平面図及び麻薬保管庫の立体図（院外

処方のみの場合は不要） 

 

（３）免許の有効期間（法第５条） 

ア 麻薬施用（管理）者の免許の有効期間は，免許の日から翌々年の12月31日までで

す。（最長３年間） 

イ 有効期間後も麻薬の取扱いを必要とする場合は，事前に免許継続の申請を行う必要

があります（例年10月頃に一斉受付を行っています）。 
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（４）業務廃止等の届出（法第７条） 

ア 麻薬施用（管理）者は，当該免許の有効期間内に麻薬に関する業務を廃止したとき

は，15 日以内に「麻薬施用（管理）者業務廃止届」に免許証を添えて，県知事に届

け出なければなりません。 

イ 麻薬業務の廃止とは，動物病院の閉鎖，県外への転勤，退職等が該当します。 

ウ その他，麻薬施用（管理）者が，獣医師（薬剤師）の資格を欠くに至ったときは本

人が，死亡したときには相続人等が届け出なければなりません。 

エ 麻薬診療施設の開設者は，麻薬施用者がいなくなるなど，その施設が麻薬診療施設

でなくなったとき，所定の手続きが必要です（「２ 譲受け・譲渡し （２）②」参

照)。 

 

（５）免許証の返納（法第８条） 

麻薬施用（管理）者は，その免許の有効期間が満了し，又は法第51条第１項の規定によ

り免許を取り消されたときは，15日以内に「麻薬施用（管理）者免許証返納届」に免許

証を添えて，県知事に返納しなければなりません。 

 

（６）免許証の記載事項の変更届（法第９条） 

麻薬施用（管理）者は，免許証の記載事項に変更を生じたときは，15日以内に「麻薬施

用（管理）者免許証記載事項変更届」に免許証を添えて，県知事に届け出なければなり

ません。 

① 麻薬施用者 

記載事項の変更とは、 

○ 住所，氏名の変更 

○ 主として又は従として診療に従事している麻薬診療施設の名称及び所在地の変

更（県内の別の施設への転勤も含みます） 

○ 従として診療に従事する麻薬診療施設の追加及び削除 

等をいいます。麻薬診療施設の開設者の変更（個人から法人，法人から個人，親子継

承等）や移転により所在地が変わるときは，この手続きが必要となります。 

② 麻薬管理者 

記載事項の変更とは 

○ 住所，氏名の変更 

○ 麻薬診療施設の名称の変更 

等をいいます。麻薬管理者においては， 

○ 麻薬管理者が別の者へ変更 

○ 麻薬診療施設の開設者の変更（個人から法人，法人から個人，親子継承等） 

○ 麻薬診療施設の移転 

等は，事前の新規申請手続き（前述（２））及び事後の廃止手続き（前述（４））が

必要です。 

③ 注意事項 

ア 施設の所在地や免許を受けた者の住所が，市町村合併・地番変更等により変わった

場合は，記載事項変更届は必要ありませんが，次回の継続申請時に，その旨を申し出

てください。 

イ 異動，法人化，開設者変更，施設移転等により麻薬診療施設が廃止になる場合，所

定の手続きが必要になる場合があります(「２  譲受け・譲渡し （２）②」参照)。 

ウ 氏名の変更の場合には戸籍謄本などの変更前後が確認できる書類が必要です。 
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（７）免許証の再交付（法第10条） 

ア 麻薬施用（管理）者は，免許証をき損し，又は亡失したときは，15日以内に「麻薬

施用（管理）者免許証再交付申請書」により，県知事に免許証の再交付を申請しなけ

ればなりません。 

なお，再交付申請には，手数料2,800円（県収入証紙）が必要です。 

イ 免許証の再交付を受けた後に，亡失した免許証を発見したときは，15日以内に「麻

薬施用（管理）者免許証返納届」に免許証を添えて，県知事に届け出なければなりま

せん。 

 

 

２ 譲受け・譲渡し  

（１）譲受け（法第26条） 

麻薬を譲り受けることができるのは，麻薬診療施設の開設者のみです。 

① 麻薬卸売業者からの譲受け 

ア 麻薬の購入先は，県内の麻薬卸売業者に限られます。 

イ 麻薬譲受証の作成・交付 

○ 麻薬卸売業者から麻薬を譲り受ける場合，あらかじめ，あるいは麻薬譲渡証及

び麻薬と同時に，麻薬卸売業者に対し麻薬譲受証を交付しなければなりません。 

○ 麻薬譲受証には，譲受人の氏名（法人にあっては名称，代表者の職名及び氏

名)，麻薬管理者（麻薬管理者のいない施設にあっては麻薬施用者）の免許番号及

び氏名，譲り受けようとする麻薬の品名・数量等，必要事項を記載し，開設者の

印（法人の場合は，代表者印又は麻薬専用印）を押印してください。 

○ 余白部分には，斜線を引くか又は「以下余白」と記載してください。 

○ 譲受人が国，地方公共団体，その他公的機関の場合には，麻薬譲受証の氏名欄

に麻薬診療施設の名称，施設長の職名・氏名を記載し，公印（又は公印に準ずる

もの）又は麻薬専用印を押印してください。 

○ 麻薬譲受証は，麻薬診療施設の開設者の責任において作成してください。 

ウ 譲り受けの際には，麻薬卸売業者の立会いの下，以下の確認を行ってください。 

○ 麻薬卸売業者の交付する麻薬譲渡証の記載事項や押印等に不備はないか。 

○ 麻薬譲渡証の品名，数量，製品番号と現品が相違しないか。 

○ 麻薬の容器には証紙による封かんがなされているか。 

○ 麻薬の容器が破損したり，内容液が漏れ出たりしていないか。 

＊ 破損等の確認は，必ずしもその場で行う必要はありませんが，両者立会いの

下で破損等を発見した場合は，麻薬診療施設の開設者は麻薬譲渡証を麻薬卸売

業者に返却し，また，麻薬卸売業者から麻薬譲受証の返却を受け，当該麻薬を

麻薬卸売業者が持ち帰り，麻薬卸売業者が「麻薬事故届」を提出することにな

ります。 

一方，両者の立会いなしに麻薬を譲り受けた後に破損等を発見した場合に

は，麻薬管理者（麻薬管理者がいない施設にあっては麻薬施用者）が「麻薬事

故届」を提出してください。 

また，その際，回収した麻薬がある場合は回収分について，麻薬診療施設の

開設者より別途「麻薬廃棄届」を県知事に提出した後，保健所等職員（麻薬取

締員等）の立会いの下で廃棄することとなります。 

エ 麻薬譲渡証の保存期間は，交付を受けた日から２年間です。万一紛失又はき損した
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場合は，麻薬卸売業者に理由書等を提出し，再交付を受けてください。 

オ 麻薬卸売業者に出向いて，直接麻薬を購入することは，事故等を生じやすいので避

けてください。 

② 麻薬卸売業者以外からの譲受け（法第24条，第36条） 

ア 麻薬の処方を受けた患畜が麻薬を施用する必要がなくなった時，その患畜の飼い主

から麻薬を譲り受ける場合（その場合，譲り受けた麻薬は廃棄し，30日以内に「調剤

済麻薬廃棄届」を県知事に提出してください）。 

イ 業務廃止した麻薬診療施設の開設者等から，廃止後50日以内に所有する麻薬を譲り

受ける場合。 

ウ 法第24条第12項第２号の規定に基づき，事前に地方厚生（支）局長の許可を受けた

譲渡人から，麻薬を譲受する場合。 

 

（２）譲渡し 

① 施用にかかる譲渡し（法第24条） 

ア 麻薬施用者は，疾病治療の目的で業務上，麻薬管理者（麻薬管理者がいない施設に

あっては麻薬施用者）が管理する麻薬を施用し，若しくは施用のため交付することが

できます。 

イ 麻薬卸売業者への返品や，麻薬診療施設間での麻薬の譲り受け・譲り渡しはできま

せん（同一法人であっても不可）。 

② 業務廃止に伴う譲渡し（法第36条） 

ア 麻薬診療施設の開設者は，その施設が麻薬診療施設でなくなった場合（閉鎖した場

合や麻薬施用者が１人もいなくなった場合等）は，現に所有する麻薬の品名，数量を

15日以内に「残余麻薬届」により，県知事に届け出なければなりません(所有する麻

薬がない場合も，「在庫なし」として届け出る必要があります)。 

なお，開設者が死亡した場合には，相続人等の届出義務者が同様に届け出なけれ

ばなりません。 

イ 所有する麻薬については，業務廃止後50日以内に限り，県内の麻薬営業者，麻薬診

療施設の開設者又は麻薬研究施設の設置者に譲り渡すことができます。 

ウ 上記イの譲り渡しを行った場合は，譲り渡しの日から15日以内に「残余麻薬譲渡

届」により，譲り渡した麻薬の品名，数量，譲渡年月日，譲受人の氏名（又は名称）

及び住所を，県知事に届け出なければなりません。 

エ 上記イの譲り渡しができない場合は，業務廃止後50日以内に「麻薬廃棄届」によ

り，県知事に届け出て，保健所等職員（麻薬取締員等）の立会いの下に廃棄すること

ができます。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

業務廃止届 
残余麻薬届 

業務廃止後 50 日を越え

て麻薬を所持していた

場合，違反となります。 

業務廃止 15 日 50 日 

残余麻薬を譲渡したら譲渡日から 15日以内に残余麻薬譲渡届を提出してください。 

残余麻薬が譲渡できない場合，麻薬廃棄届を提出して 
県の麻薬関係職員の立会いの下に廃棄してください。 

残余麻薬の譲渡・廃棄可能 
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３ 管理・保管 （法第33条，第34条） 

ア 麻薬診療施設において，施用し，又は施用のため交付する麻薬は，麻薬管理者（麻

薬管理者のいない施設にあっては麻薬施用者）が管理（受払，保管，廃棄等）しなけ

ればなりません。 

イ 管理する麻薬は，施設内に設けた鍵をかけた堅固な設備内に保管しなければなりま

せん。 

なお，「鍵をかけた堅固な設備」とは，床等に固定した金庫又は容易に移動でき

ない金庫（重量金庫）で，施錠設備のあるものをいいます（手提げ金庫，スチール製

のロッカー，事務机の引き出し等は麻薬の保管庫とはなりません）。 

ウ 使いかけの製品も麻薬保管庫内に保管しなければなりません。 

エ 麻薬保管庫の設置場所は，盗難防止を考慮し，人目につかず，関係者以外の出入り

がない場所を選ぶことが望まれます。 

オ 麻薬保管庫は，麻薬専用としてください。麻薬と一緒に他の医薬品を入れることは

できません。また，書類や現金等も一緒に入れることはできません。 

カ 麻薬は，必要な時以外は麻薬保管庫内で保管してください。また，保管庫は，麻薬

の出し入れの時以外は，必ず施錠し，鍵を付けたままにしないでください。 

キ 麻薬施用者が往診用として麻薬を所持する場合は，その都度必要最小限の麻薬を持

ち出してください。また，施用せずに持ち帰った麻薬は，直ちに麻薬保管庫に戻し，

往診鞄等に常時麻薬を入れたままにしないでください。 

ク 定期的に，帳簿残高と在庫現品を照合し，在庫確認を行ってください。 

 

 

４ 施用・交付 （法第27条，第33条） 

ア 麻薬施用者でなければ，麻薬を施用し，又は施用のため交付することはできませ

ん。また，その施設内で麻薬管理者（麻薬管理者がいない施設にあっては麻薬施用

者）が管理する麻薬以外の麻薬を施用し，又は施用のため交付することはできませ

ん。 

イ 麻薬施用者は，疾病の治療以外の目的で麻薬を施用し，又は施用のため交付するこ

とはできません。 

ウ 麻薬施用者は，麻薬中毒の症状を緩和するため，又はその中毒の治療の目的で，麻

薬を施用し，又は施用のため交付することはできません。 

エ 麻薬施用者は，バイアル製剤の麻薬を施用した後，残液がある場合はバイアルに入

った残液を，残液がない場合も空のバイアルを，麻薬管理者に返納してください。  

オ 麻薬を施用する対象動物の特徴に合わせ，麻薬を濃縮若しくは希釈して，散剤や水

剤等を調製することは，調剤の予備行為として可能です。この場合，麻薬帳簿への記

載が必要となります。 

カ 原則として，麻薬注射剤をそのまま患畜の所有者又は管理者へ交付しないでくださ

い。 

キ 大麻取締法の改正により，大麻草から製造された医薬品の施用が可能となり，大麻

及びその成分であるＴＨＣ（テトラヒドロカンナビノール）については，麻向法にお

ける麻薬の一つとして位置づけられました。 

これにより，大麻草から製造された医薬品（ＴＨＣを含有するもの）は，麻薬とし

て，麻向法の免許制度の下で，適正に管理，流通及び施用されることになります。 
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５ 記録  

（１）診療簿の記載（法第41条） 

ア 麻薬施用者が麻薬を施用し，又は施用のため交付したときは，獣医師法に規定する

診療簿に次の事項を記載する必要があります。 

○ 患畜の種類 

○ 患畜の所有者又は管理者の氏名又は名称及び住所 

○ 病名，主要症状 

○ 施用し，又は施用のため交付した麻薬の品名及び数量 

○ 施用又は交付の年月日 

○ その他，獣医師法で定められた事項 

イ 記載にあたっては，次の事項に注意してください。 

○ バイアル製剤の施用数量は，実際に施用した量をmL単位で記載してください。 

○ 処方欄及び処置欄に麻薬の品名及び数量を記載し，その下に朱線を引くか，朱

書きで「麻」と記載すると便利です。 

ウ 診療簿の保存期間は，獣医師法施行規則により，牛・水牛・しか・めん羊及び山羊

の診療簿にあっては８年間，その他の動物の診療簿にあっては３年間と定められてい

ます。 

 

（２）帳簿の記載【参考資料；帳簿記載例（P.12）】（法第39条） 

ア 麻薬管理者（麻薬管理者がいない施設にあっては麻薬施用者）は，麻薬診療施設内

に帳簿を備え付け，麻薬の受払いに関する次の事項を記載する必要があります。 

○ 当該施設の開設者が譲り受けた麻薬の品名，数量及びその年月日 

○ 当該施設の開設者が廃棄した麻薬の品名，数量及びその年月日 

○ 当該施設の開設者が譲り渡した麻薬の品名，数量及びその年月日 

○ 当該施設で施用した麻薬の品名，数量及びその年月日 

○ 「麻薬事故届」を提出した場合は届け出た麻薬の品名，数量及び事故年月日 

（届出年月日については備考欄に記載） 

イ 帳簿の記載にあたっては，次の事項に注意してください。 

○ 帳簿は，品名・剤型・濃度別に口座を設けて記載してください。 

○ 市販品の麻薬製剤を調剤の予備行為として濃縮もしくは希釈し，濃度の異なる

ものを調製した場合は，別口座を作成して記載してください。 

○ 患畜の種類並びにその所有者若しくは管理者を備考欄に記載してください。 

○ 帳簿の記載は，ボールペンやサインペン等，字が消えない筆記具を使用してく

ださい。 

○ コンピューターを用いて帳簿を作成する場合は，原則として定期的に出力され

た印刷物を一カ所に整理し，必要な時にすぐに取り出せるようにしてください。 

○ 訂正を行う場合は，訂正すべき事項を二本線等で判読可能なように抹消し，訂

正印を押し，その脇に正しい文字等を書いてください。修正液等は使用しないで

ください。 

○ 帳簿の記載は，原則として，受払いの都度行ってください。 

○ 麻薬管理者（麻薬管理者のいない施設にあっては麻薬施用者）は，帳簿を使い

終わった時は，帳簿を速やかに麻薬診療施設の開設者に引き渡さなければなりま

せん。 
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○ 麻薬診療施設の開設者は，帳簿の引き渡しを受けた時は，最終記載日から２年

間保存しなければなりません。 

○ バイアル製剤の受入・払出数量は，実際に施用した量をmL単位で記載してくだ

さい。 

○ その他，具体的な記載方法は記載例（P.12）のとおりです。 

 

 

６ 廃棄  

麻薬の廃棄には，以下の（１）～（３）の方法があります。どれに該当するかは，別紙

のフローチャートを参照してください。【P.11. バイアル製剤取扱フローチャート】 

（１）陳旧麻薬等の廃棄（法第29条） 

古くなったり変質したりして使用しない麻薬，調剤前や注射器吸引中の事故等により

使えなくなった麻薬等を廃棄しようとするときは，あらかじめ「麻薬廃棄届」を県知事

に提出した後に，保健所等職員（麻薬取締員等）の立会いの下でなければ廃棄すること

はできません（勝手に廃棄することはできません）。 

 

（２）調剤済麻薬の廃棄（法第29条，第35条） 

調剤後に施用中止となった麻薬，注射器吸引後の事故等により使えなくなった麻薬等

は，麻薬管理者（麻薬管理者のいない施設にあっては麻薬施用者）が，麻薬診療施設の

他の職員の立会いの下に廃棄してください。 

廃棄は，焼却，放流，酸・アルカリによる分解，希釈，他の薬剤との混合等，麻薬の

回収が困難な方法で行ってください。なお，廃棄方法が不明な場合は，医薬品製造販売

会社に確認するか，最寄りの県の保健所に確認してください。 

また，廃棄後30日以内に「調剤済麻薬廃棄届」を県知事に提出してください。30日以

内であれば，その間の複数の廃棄をまとめて一つの届出書で提出しても差し支えありま

せん。 

 

（３）麻薬の施用残液の廃棄 

バイアル製剤の施用後のバイアル内残液については，麻薬管理者（麻薬管理者のいな

い施設にあっては麻薬施用者）が，麻薬診療施設の他の職員の立会いの下に適切な方法

で廃棄してください。 

この場合，県知事への届出の必要はありませんが，「施用に伴う消耗」として廃棄

日，数量，立会者の署名若しくは記名押印を帳簿に記載する必要があります。 

 

 

７ 事故 （法第35条） 

麻薬管理者（麻薬管理者のいない施設にあっては麻薬施用者）は，管理している麻薬に滅

失，盗取，破損，流出，所在不明その他の事故が生じた時は，速やかにその麻薬の品名及び

数量その他事故の状況を明らかにするため必要な事項を，「麻薬事故届」により県知事に届

け出てください。 

届出に当たっては，次の事項に注意してください。 

○ 麻薬を盗取された場合には，速やかに警察署へも届出てください。 
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○ 「麻薬事故届」を提出した場合は，麻薬帳簿の備考欄にその旨を記載してください。

（「５ 記録 (２) ア」参照 ） 

 

 

８ 年間届 （法第48条） 

麻薬管理者（麻薬管理者のいない施設にあっては麻薬施用者）は，毎年11月30日まで

に，次の事項を「麻薬年間届」により県知事に届け出なければなりません。 

○ 前年の10月１日に当該麻薬診療施設の開設者が所有した麻薬の品名及び数量 

○ 前年の10月１日からその年の９月30日までの間に当該麻薬診療施設の開設者が譲り受

けた麻薬及び同期間内に当該麻薬診療施設で施用し，又は施用のため交付した麻薬の品

名及び数量 

○ その年の９月30日に当該麻薬診療施設の開設者が所有した麻薬の品名及び数量 

届出にあたっては，次の事項に留意してください。 

○ 記載は，品名，剤型，含有量毎に必要です。 

○ １年間で全く受払いのなかった麻薬についても記載が必要です。 

○ １年間，全く所有や施用がなかった施設についても，その旨を記載し，報告する必要

があります。 

提出した麻薬年間届に誤りがあった場合は，速やかに「麻薬年間届訂正願」により訂正

してください。 

 

 

９ 立入検査 （法第50条の38） 

県では，麻薬の適正な取扱を確認し，事故等を未然に防止するため，不定期に施設への

立入検査を行っています。立入検査を行う職員は，身分証を携帯していますので，必ず提

示を求め確認してください。 
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手続き・事務処理便覧 

詳細については各事項の解説を確認してください。   （手数料は令和６年１月現在） 
事  項 提出書類の名称 添付書類 備  考 

免許申請 

麻薬施用者免許申請書 

 

麻薬管理者免許申請書 

① 診断書 

② 資格を証明す

る免許証の写

し 

・施用者の場合 

獣医師免許 

・管理者の場合 

獣医師免許 

又は 

薬剤師免許 

(1)診断書 

心身の障害があっても，麻薬

施用者、麻薬管理者の業務を

適正に行うことができ，麻薬

中毒者又は覚醒剤の中毒者

でない旨の内容 

(2)手数料 

  4,000 円（県収入証紙） 

(3)免許の有効期間 

免許を受けた日の属する年

の翌々年の12月 31日まで 

(4)新たに麻薬の免許申請をす

る者は、資格を証明する免許

証（原本）を持参すること。 

業務廃止 

麻薬施用者業務廃止届 

麻薬管理者業務廃止届 

 

麻薬業務所でなくなっ

た場合に必要な書類 

 ア 残余麻薬届 

 イ 残余麻薬譲渡届 

    又は 

   麻薬廃棄届 

麻薬取扱者免許証 (1)提出期限 

  取扱いをやめた日から 15 日

以内に届け出ること。 

(2)麻薬業務所でなくなった場

合とは，麻薬施用者が麻薬の

取扱いをやめたことにより，

その施設に麻薬施用者が１

人もいなくなったとき等。 

免許証返納 

麻薬施用者免許証返納届 

 

麻薬管理者免許証返納届 

麻薬施用者免許証 

 

麻薬管理者免許証 

免許証の有効期間が満了し，又

は免許を取り消されたとき，若

しくは亡失した免許証を発見し

たときは，15 日以内に届け出る

こと。 

免許証記載

事項変更 

麻薬施用者免許証記載

事項変更届 

 

麻薬管理者免許証記載

事項変更届 

 

麻薬施用者免許証 

 

麻薬管理者免許証 

(1)提出期限 

  変更を生じた日から15 日以

内に届け出ること。 

(2)地番変更等の行政区画整理

による住所変更は届出不要。 

(3)麻薬管理者については，施設

開設者が法人化等により変

更するときは，新規免許を申

請し，現有の麻薬管理者免許

を廃止すること。 
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事  項 提出書類の名称 添付書類 備  考 

免許証 
再交付 

麻薬施用者免許証 
再交付申請書 
 
麻薬管理者免許証 
再交付申請書 

き損した場合 
麻薬施用者免許証 
麻薬管理者免許証 
 
 

(1)提出期限 

  麻薬取扱者免許証のき損又

は亡失したときは，15日以内

に届け出ること。 

(2)手数料 

2,800 円（県収入証紙） 

不良・不要

麻薬等の 
廃棄 

麻薬廃棄届 なし (1)陳旧麻薬，誤調製した麻薬等

（処方箋により払い出され

た麻薬以外のもの）を廃棄す

るとき届け出ること。 

(2)届を提出してから保健所等

職員（麻薬取締員等）の立会

いの下で廃棄すること。 

麻薬の廃棄 
（処方箋に

より払い出

された麻薬） 

調剤済麻薬廃棄届 なし (1)処方箋により払い出された

麻薬を廃棄した場合は，30日

以内に届け出ること。 

(2)処方変更や患畜の死亡によ

り返還された麻薬（転院して

きた患畜の飼い主が麻薬を

持参してきた場合を含む）を

廃棄した場合は，30日以内に

届け出ること。 

破損等の 
事故 

麻薬事故届 なし (1)麻薬が流出し，盗取され，所

在不明等になったときは速

やかに届け出ること。 

(2)事故届を提出する際，特にア

ンプル注射剤の事故による

残余麻薬があり残余麻薬の

廃棄を必要とする時は，麻薬

管理者が他の職員の立会い

の下に廃棄して，麻薬事故届

にその経過を記載すれば麻

薬廃棄届等の提出は不要。 

(3)盗取の場合は，同時に警察に

も届け出て，現場保存に努め

ること。 

年間報告 

麻薬年間届 なし 前年 10 月１日からその年の９ 

月 30 日までの受け払い及びそ

の年の９月 30 日現在の所有量

について届け出ること。 
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時
）
 

再
利
用
し
な
い

 
（
施
用
を
中
止
し
た
時
）
 

調
剤

済
麻
薬

廃
棄
届

 

注 射 針 を 挿 入 し （ 溶 解 液 を ）

吸 い 上 げ た 時 
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【帳簿記載例】 

１ 卸売業者から購入した場合（バイアルを mLに換算して記載する場合） 

品名 ケタミン注射液 200mg 単位 mL 

年月日 受入 払出 残高 備考 

R5.4.1 200  200 

R5.4.2 

○○卸△△支店 AA-0001～ 

AA-00010 ※１ 

R5.4.2  10 190 鹿児島太郎（猫 ４歳） 

※１ 受入年月日は，麻薬譲渡証記載の年月日として記載し，実際に麻薬卸売業者から納品を

受けた日を備考欄に記入してください。また，卸売業者の名称（支店名等を含む）と製

品番号を記入してください。 

 

１－２ 卸売業者から購入した場合（バイアルを別口座に移して記載する場合） 

品名 ケタミン注射液 200mg 単位 Ｖ 

年月日 受入 払出 残高 備考 

R5.4.1 10  10 
○○卸△△支店 AA-0001～ 

AA-00011 

R5.4.2  １ ９ １Ｖ(AA-0001)別口座へ移動 

 

（別頁又は別冊子） 

品名 ケタミン注射液 200mg 単位 mL 

年月日 受入 払出 残高 備考 

R5.4.2 20  20 １Ｖ(AA-0001)を転記 

 

２ 廃棄等がある場合（施用に伴う消耗，調剤済麻薬廃棄届，麻薬廃棄届，事故届） 

品名 ケタミン注射液 200mg 単位 mL 

年月日 受入 払出 残高 備考 

R5.4.1  １ 39 鹿児島花子（猫ペルシャ・４歳） 

R5.4.2  ２ 37 
桜島太郎（犬柴 ７歳）1mL廃棄 

立会者 動物花子 ※２ 

R5.4.3  ３ 34 

錦江湾子（猫雑種 ８歳）3mL廃棄 

立会者 動物花子 

容態変化により未使用 

R5.4.15 調剤済麻薬廃棄届提出 

※３ 

R5.4.4 

※４ 
 14 20 

汚染による廃棄 

R5.4.4 麻薬廃棄届提出 ※５ 

立会者 保健所等職員の記名押印 

R5.4.5  20 ０ 
落下による破損 ※６ 

R5.4.6 麻薬事故届提出 

※２ 施用したものの残液が発生した場合は，廃棄した数量を立会者の下，mL単位で記入して
ください。 

※３ 注射器等に充填したものの施用しなかった場合については，薬液を廃棄した後 30 日以
内に調剤済麻薬廃棄届を提出し，帳簿に記入してください。 

※４ 年月日欄には，廃棄した日を記入してください。 
※５ 当該箇所は届け出た際に担当した保健所等職員（麻薬取締員等）が記入します。 
※６ 年月日欄には事故のあった日，払出欄には事故麻薬の数量，備考欄を記入してください。

また，事故の状況（落下，紛失，盗取等）を簡単に記入してください。 

-12-



 

 

ケタミンの取扱いに関するＱ＆Ａ 
 

Ｑ１ バイアル製剤のケタミンを分割して使用することは出来ますか。   
Ａ 麻薬の管理取扱い上及び衛生面で支障がなければ分割して使用することは可

能です。ただし，分割施用の都度，帳簿に記載していくことが必要です。また，

分割施用後に残った麻薬については，麻薬廃棄届により，届出の上，薬務課もし

くは管轄する保健所の職員の立会いを得て廃棄する必要があります。 

 

 
 

Ｑ２ 飼育動物診療施設間でケタミンの貸し借りはできますか。   
Ａ たとえ，同一法人間でも麻薬であるケタミンは，貸し借りを行うことは出来ま

せん。必ず県内の麻薬卸売業者から購入してください。 
 

 
その他，県ホームページ上に掲載されている「ケタミンの取扱い（質疑応答）」を参考にして

ください。 
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申請・届出様式，記載例 
１．麻薬取扱者免許申請 ···································· 15 

２．麻薬取扱者免許証記載事項変更届 ························ 19 

３．麻薬免許証再交付申請 ·································· 21 

４．麻薬業務廃止届 ········································ 23 

５．麻薬免許証返納届 ······································ 25 

６．残余麻薬届 ············································ 27 

７．残余麻薬譲渡届 ········································ 29 

８．麻薬廃棄届 ············································ 31 

９．調剤済麻薬廃棄届 ······································ 33 

10．麻薬事故届 ············································ 35 

11．麻薬年間届 ············································ 37 

 

提出先 

業務所の所在地が鹿児島市内 県くらし保健福祉部薬務課 

業務所の所在地が鹿児島市以外 管轄の保健所 
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１ 麻薬取扱者免許申請 

麻薬取扱

者の種類 
麻薬管理者，麻薬施用者 

有効期限 免許を受けた有効期間開始日の翌々年の12月31日まで｡（最長３年） 

提 出 先 
業務所の所在地を管轄する保健所。 

ただし，業務所の所在地が鹿児島市内であるときは県薬務課。 

提出部数 １部 

添付書類 

１ 診断書（申請日から１ヶ月以内に作成されたもの） 

２ 医師免許証，歯科医師免許証，獣医師免許証，薬剤師免許証の写し

（新規の場合は原本を持参，継続の場合は不要） 

３ 店舗の平面図及び金庫の構造のわかるもの 

手 数 料 Ｒ６．１現在 4,000円（県収入証紙） 
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（記載例）施用者の場合 

 麻 薬 施 用 者 免 許 申 請 書   

麻 薬 業 務 所 

所 在 地 鹿児島市○○町○○番○○号 

名 称 

 

○○病院 

 TEL ０９９（２○○）○○○○ 

麻薬施用者又は麻薬研究者
にあっては，従として診療 
又は研究に従事する麻薬診
療施設又は麻薬研究施設 

所 在 地  

名 称 

 

 

      TEL     （   ）     

許可又は免許の番号 第○○○○○○号 
許可又は免許 
の 年 月 日  

○○年○月○日 

の
欠
格
条
項 

業
務
を
行
う
役
員
を
含
む
。
） 

申
請
者
（
法
人
に
あ
っ
て
は 

(1)
法第51条第１項の規定により

免許を取り消されたこと。 
なし 

(2)
罰金刑以上の刑に処せられた

こと。 
なし   下記参照 

(3)

医事又は薬事に関する法令又

はこれに基づく処分に違反し

たこと。 

なし 

備       考 ○1  新規  ２ 継続（麻薬免許証番号 第      号） 

上記のとおり，免許を受けたいので申請します。 

 

○○ 年 ○○ 月 ○○ 日 

                

                〒８９０－００００ 

住   所 鹿児島市○○一丁目○○番○○号 

（ フ リ ガ ナ ）    ヤマダ   タロウ 

氏   名  山田 太郎                
 

鹿児島県知事         殿 

 記）１ 当該事実がない場合は，「なし」と記入する。 

２ 当該事実がある場合は「あり」と記入し，(1)欄にあたっては「その理由及び年月日」

を，(2)欄にあたっては「その罪，刑，刑の確定年月日及びその執行を終わり，又は執行

を受けることがなくなった場合はその年月日」を，(3)欄にあたっては「その違反の事実

及び年月日」を記入すること。  

病院，診療所の名称
には，医療法人○○
会は，ほとんど付き
ません。 
定款等で確認し，正
しく記載してくださ
い。 

医師，歯科医師，獣医師，
薬剤師の免許番号 
注（麻薬免許証番号では 
ありません。） 

申請者本人の住所，氏名 
押印は不要です。 
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別記第１号様式（第１条関係） 

麻 薬    者 免 許 申 請 書  

麻 薬 業 務 所 

所 在 地  

名 称 

 

 

 TEL     （   ）     

麻薬施用者又は麻薬研究者
にあっては，従として診療 
又は研究に従事する麻薬診
療施設又は麻薬研究施設 

所 在 地  

名 称 

 

 

      TEL     （   ）     

許可又は免許の番号 第 号 
許可又は免許 
の 年 月 日  

年  月  日 

の
欠
格
条
項 

業
務
を
行
う
役
員
を
含
む
。
） 

申
請
者
（
法
人
に
あ
っ
て
は 

(1)
法第51条第１項の規定により

免許を取り消されたこと。 
 

(2)
罰金刑以上の刑に処せられた

こと。 
 

(3)

医事又は薬事に関する法令又

はこれに基づく処分に違反し

たこと。 

 

備       考 １ 新規  ２ 継続（麻薬免許証番号 第      号） 

 

上記のとおり，免許を受けたいので申請します。 

 

   年   月   日 

              

   

                〒 

住   所 

（ フ リ ガ ナ ） 

氏   名                       
 

 

 

鹿児島県知事         殿 
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第６号様式（第３条関係） 

 

診  断  書 

 

住  所 

氏  名 

生年月日 

 

精神機能の障害 

□ 明らかに該当なし   □ 専門家による判断が必要 

 

専門家による判断が必要な場合において診断名及び現に受けている治療の内容並びに現在

の状況 

                             

                             

 

麻薬又は覚醒剤の中毒 

□ なし 

□ あり 

 

上記のとおり診断する 

 

年   月   日 

 

病院等の 名 称 

所在地 

医師の氏名 
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２ 麻薬取扱者免許証記載事項変更届 

麻薬取扱者免許証の記載に変更が発生したとき，15日以内に変更届を提出してく

ださい。 

１．業務所及び住所が変わる場合。（転勤等） 

２．業務所在地及び名称が変わる場合。（移転等） 

３．氏名が変わる場合。（婚姻による等） 

４．現在の業務所に加え，他の業務所で麻薬を施用する場合。 

（従たる施設の追加又は削除） 

５．同一県内で独立開業する場合。 

（他県で開業する場合は，業務廃止届けを提出し，他の県で新規に免許申請を行う。） 

その他の注意事項 

法人化する場合，次の手続が必要となります（Ｐ.２参照）。 

麻薬施用者：記載事項変更届を提出 

麻薬管理者：麻薬業務廃止届及び麻薬管理者免許申請を提出 

残余麻薬の手続き：残余麻薬届 等 

添 付 文 書 現有の麻薬免許証 

 

(記 載 例 )施 用 者 の 場 合  

麻 薬 施 用 者 免 許 証 記 載 事 項 変 更 届  

免 許 証 の 番 号 第○○○○号 免 許 年 月 日 ○○年○○月○○日 

変 更 す べ き 事 項 業務所及び住所 

変 
 

更 
 

前 

麻 薬 業 務 所 
所在地 鹿児島市○○町○○番○○号 

名 称 ○○○○病院 

住所 
法人にあっては、主た
る事務所の所在地 

鹿児島市○○町○○番地 

氏名 
法 人 に あ っ て は ， 
名      称 

 

従 た る 施 設 
所在地  

名 称  

変 
 

更 
 

後 

麻 薬 業 務 所 
所在地 鹿屋市○○町○○番○○号 

名 称 ○○医院 

住所 
法人にあっては，主た
る 事 務 所 の 所 在 地 

鹿屋市○○三丁目○○番○○号 

氏名 
法 人 に あ っ て は ， 
名       称 

 

従 た る 施 設 
所在地  

名 称  

変更の事由及びその年月日 異動により    ○年○月○日 

上記のとおり，免許証の記載事項に変更を生じたので免許証を添えて届け出ます。 

○○ 年 ○○ 月 ○○ 日 

               〒８９３－００００ 

住   所  鹿屋市○○三丁目○○番○○号 

氏   名  山 田  栄 作             

鹿児島県知事          殿 
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別記第５号様式（第５条関係） 

麻薬   者免許証記載事項変更届 

免 許 証 の 番 号 第 号 免 許 年 月 日 年  月  日 

変 更 す べ き 事 項  

変 
 
 

 

更 
 

 
 

前 

麻 薬 業 務 所 
所在地  

名 称  

住所 
法人にあっては，主

たる事務所の所在地 
 

氏名 
法人にあっては， 

名      称 
 

従 た る 施 設 
所在地  

名 称  

変 
 
 

 

更 
 

 
 

後 

麻 薬 業 務 所 

所在地  

名 称  

住所 
法人にあっては，主

たる事務所の所在地 
 

氏名 
法人にあっては， 

名   称 
 

従 た る 施 設 

所在地  

名 称  

変更の事由及びその年月日  

 

上記のとおり，免許証の記載事項に変更を生じたので免許証を添えて届け出ます。 

 

   年   月   日 

 

                〒 

住   所 

 

氏   名                       

 

 

鹿児島県知事          殿 
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３ 麻薬免許証再交付申請書 

 麻薬免許証を亡失したり，き損した場合は，再交付を申請してください。 

その他の注意事項 
免許証の再交付を受けた後，亡失した免許証を発見したとき

は，15日以内にその免許証を返納してください。 

添 付 文 書 き損した場合は、免許証 

手   数   料 

（県収入証紙） 

2,800円（県収入証紙） 

Ｒ６．１現在 

 

 

(記 載 例 )施 用 者 の 場 合  

 

麻薬施用者免許証再交付申請書 

免 許 証 の 番 号 第○○○○○○号 免許年月日 ○○年○○月○○日 

麻 薬 業 務 所 

所在地 薩摩川内市○○二丁目○○番○○号 

名 称 ○○医院 

氏      名 山 田  純一郎 

再 交 付 の 事 由  

及 び そ の 年 月 日  

別添理由書のとおり 

○○年○○月○○日 

 

上記のとおり，免許証の再交付を申請します。 

 

○○ 年 ○○ 月 ○○ 日 

               〒８９５－００００ 

住   所  薩摩川内市○○町○○番○○号 

氏   名  山 田  純一郎          

                

 

  鹿児島県知事        殿 
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第６号様式（第６条関係） 

麻薬   者免許証再交付申請書 

免 許 証 の 番 号 第      号 免許年月日 年  月  日 

麻薬業務所 

所在地 

 

名 称 

 

氏      名 

 

再 交 付 の 事 由  

及 び そ の 年 月 日  

 

 

上記のとおり，免許証の再交付を申請します。 

 

     年  月  日 

 

                〒 

           住  所 

                  

           氏  名 

 

 

  鹿児島県知事         殿 
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４．麻薬業務廃止届 

麻薬取扱者が麻薬の取扱いをやめるとき，または死亡したときは，15日以内に業

務廃止届を提出してください｡ 

１．麻薬取扱者が死亡したとき｡（届出は相続人清算人等） 

２．県外の業務所へ異動する場合｡ （その県で新規に免許申請を行う） 

３．麻薬を取扱う見込みがないので取扱者をやめるとき｡ 

４．業務所の診療等を廃止するとき｡ 

５．法人化の場合｡（管理者のみ必要） 

麻薬施用者の業務廃止に伴い，麻薬診療施設に麻薬施用者がいなくなったとき

は，業務所の開設者は15日以内に残余麻薬届を提出しなければなりません｡ 

この残余麻薬は，特例として業務廃止の日から50日以内に限り所有できますが，

その間に麻薬を他の業務所の開設者に譲り渡す（残余麻薬譲渡届）か，廃棄処理（麻

薬廃棄届）かのいずれかを行わなければなりません｡ 

(業務廃止届) (残余麻薬届) (残余麻薬の処理) 

                       他に譲渡する場合→残余麻薬譲渡届 

           残余麻薬あり─ 

 業務廃止─               廃棄する場合→麻薬廃棄届 

         残余麻薬なし 

      (麻薬がなくても，ないことを届出る必要があります。) 

添 付 文 書 現有の麻薬免許証 

 

(記 載 例 )施 用 者 の 場 合  

   麻薬施用者業務廃止届       

免 許 証 の 番 号 第○○○○○○号 免許年月日 ○○年○○月○○日 

麻 薬 業 務 所 
所在地 鹿児島市○○二丁目○○番○○号 

名 称 ○○医院 

氏      名 山 田  茂 

業務（研究）廃止の事由 

及 び そ の 年 月 日  

退職のため 

○○年○○月○○日 

上記のとおり，業務（研究）を廃止したので免許証を添えて届け出ます。 

 

  

○○ 年 ○○ 月 ○○ 日 

               〒８９０－００００ 

住   所  鹿児島市○○町○○番○○号 

届出義務者続柄 

氏   名  山 田  茂  

                           

  鹿児島県知事        殿 

本人死亡の

場合はその

相続人 

-23-



 

  

別記第３号様式（第３条関係） 

    麻薬    者業務（研究）廃止届      

免 許 証 の 番 号 第      号 免許年月日 年  月  日 

麻 薬 業 務 所 

所在地 

 

名 称 

 

氏      名 

 

業務（研究）廃止の事由 

及 び そ の 年 月 日

 

  

上記のとおり，業務（研究）を廃止したので免許証を添えて届け出ます。 

 

 

   年   月   日 

 

 

 

 

 

                〒 

           住  所 

 

           届出義務者続柄 

 

氏  名                 

 

 

 

  鹿児島県知事         殿 
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５ 麻薬免許証返納届（業務廃止届とは異なる） 

有効期間が満了した場合，翌年の１月15日までに提出しなければなりません。 

添 付 文 書 旧麻薬免許証（有効期間が満了し，失効したもの） 

そ の 他 の 

注 意 事 項 

施用者が１人しかいない業務所で，その施用者が期間満了後，

麻薬の取扱いを行わない場合は，施用する者がいなくなるため，

業務廃止届の場合と同様に残余麻薬届等の手続きを行ってくだ

さい。 

 

 

 

(記 載 例 )施 用 者 の 場 合  

   

麻薬施用者免許証返納届 
 

免 許 証 の 番 号 第○○○○○○号 免許年月日 ○○年○○月○○日 

麻 薬 業 務 所 

所在地 鹿児島市○○二丁目○○番○○号 

名 称 ○○医院 

氏      名 山 田  竜太郎 

免 許 証 返 納 の 事 由  

及 び そ の 年 月 日  

有効期間満了 

○○年12月31日 

上記のとおり，免許証を返納したいので届け出ます。 

 

  

 ○○ 年 ○○ 月 ○○ 日 

 

               〒８９０－００００ 

住   所  鹿児島市○○町○○番○○号 

氏   名  山 田  竜太郎           

                

  鹿児島県知事        殿 
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別記第４号様式（第４条関係） 

      麻薬   者免許証返納届       

免 許 証 の 番 号 第      号 免許年月日 年  月  日 

麻薬業務 所 

所在地 

 

名 称 

 

氏             名 

 

免 許 証 返 納 の 事 由  

及 び そ の 年 月 日  

 有効期間満了 

 

   年12月31日 

  

上記のとおり、免許証を返納したいので届け出ます。 

 

     年  月  日 

 

 

 

           住  所 

 

          氏  名                 

                

 

 

  鹿児島県知事        殿 

 

  

-26-



 

  

 

６．残余麻薬届 

業務廃止届または返納届に伴い必要な場合があります。 

そ の 他 の 

注 意 事 項 

次の場合もこの手続が必要となります。 

１．麻薬診療施設の開設者が変更になる（法人化含む）場合 

２．施設移転の場合（施設が廃業新規となるため） 

 

(記 載 例 )開 設 者 を 個 人 か ら 法 人 に す る 場 合  

 

残 余 麻 薬 届 

                                  ○○年○○月○○日 

鹿児島県知事  様 

住所            鹿児島市○二丁目○番○号 

届出義務者続柄 

氏名（法人にあっては，名称）山田 義郎      

麻薬及び向精神薬取締法第36条第1項の規定により，次のとおり届け出ます。 

麻

薬

取

扱

者 

免許の種類 麻薬施用者 

免許番号 第○○○○○○号 

氏 名 
（法人にあっては，名称） 山田 義郎 

麻薬業務所 

所在地 鹿児島市○二丁目○番○号 

名 称 ○○医院 

業務(研究)の廃止または免許の 

失効年月日 
 ○○年 ○○月 ○○日 

届出の理由 
□業務廃止   □移転   ■法人化 

□その他（              ） 

残
余
麻
薬
の
品
名
及
び
数
量 

品  名 数  量 備  考 

ＭＳコンチン錠30ｍｇ 121錠  

オキファスト注10ｍｇ 15Ａ  

アンペック坐剤10ｍｇ ６個  

   

   

残余麻薬の処置 

１ 麻薬営業者，麻薬診療施設の開設者又は麻薬研究施設の開設者に譲

渡し，残余麻薬譲渡届を提出する予定 

２ 麻薬廃棄届を提出し、廃棄する予定 

３ その他（具体的に記入すること。） 

旧麻薬業
務所の開
設者の住
所・氏名 

法人にあっては，主たる 

事務所の所在地 
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残 余 麻 薬 届 

                                 年  月  日 

鹿児島県知事      様 

 

住所              

届出義務者続柄 

氏名（法人にあっては，名称） 

 

麻薬及び向精神薬取締法第36条第1項の規定により，次のとおり届け出ます。 

麻

薬

取

扱

者 

免許の種類  

免許番号  

氏 名 
（法人にあっては，名称） 

 

麻薬業務所 

所在地 
 

名 称 
 

業務(研究)の廃止または免許の 

失効年月日 
年   月   日 

届出の理由 
□業務廃止   □移転   □法人化 

□その他（              ） 

残
余
麻
薬
の
品
名
及
び
数
量 

品  名 数  量 備  考 

   

   

   

   

   

   

残余麻薬の処置 

１ 麻薬営業者，麻薬診療施設の開設者又は麻薬研究施設の開

設者に譲渡し，残余麻薬譲渡届を提出する予定 

２ 麻薬廃棄届を提出し，廃棄する予定 

３ その他（具体的に記入すること。） 

 

  

法人にあっては，主たる

事務所の所在地 
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７．残余麻薬譲渡届 

業務廃止届または返納届に伴い必要な場合があります。 

詳細は各項を参照してください。 

そ の 他 の 

注 意 事 項 

次の場合もこの手続が必要となります。 

１ 麻薬診療施設の開設者が変更になる（法人化含む）場合 

２ 施設移転の場合（施設が廃業新規となるため） 

(記 載 例 )  2 7ペ ー ジ の 残 余 麻 薬 届 を 受 け て  

残 余 麻 薬 譲 渡 届 

年  月  日 

鹿児島県知事  様 

住所            鹿児島市○二丁目○番○号 

届出義務者続柄 

氏名（法人にあっては，名称）山田 義郎      

麻薬及び向精神薬取締法第36条第3項の規定により，次のとおり届け出ます。 

譲

渡

者 

麻
薬
取
扱
者 

免許の種類 麻薬施用者 

免許番号 第○○○○○号 

氏 名（法人にあっては，名称） 山田 義郎 

麻薬業務所 
所在地 鹿児島市○二丁目○番○号 

名 称 ○ ○ 医 院 

業務(研究)の廃止または免許の 

失効年月日 
○○年○○月○○日 

残余麻薬届出年月日 ○○年○○月○○日 

譲

受

者 

麻薬営業者、麻

薬診療施設の開

設者又は麻薬研

究施設の設置者 

住  所 

鹿児島市○二丁目○番地 

氏  名 

（法人にあっては，名称） 
医療法人山田会 理事長 山田 義郎 

麻
薬
取
扱
者 

免許の種類 麻薬施用者 

免許番号 第○○○○○号 

氏 名（法人にあっては，名称） 山田 義郎 

麻薬業務所 
所在地 鹿児島市○二丁目○番○号 

名 称 山田 医院 

譲 渡 年 月 日 ○○年○○月○○日 

譲
渡
し
た
麻
薬
の
品
名
及
び
数
量 

品  名 数  量 備  考 

ＭＳコンチン錠30ｍｇ 121Ｔ  

オキファスト注10ｍｇ 15Ａ  

アンペック坐剤10ｍｇ ６個  

   

   

法人にあっては，主たる 

事務所の所在地 

法人にあっては，主たる事

務所の所在地 

旧麻薬業
務所の開
設者の住
所・氏名 

旧
麻
薬
業
務
所
に
つ
い
て
記
入 

新
麻
薬
業
務
所
に
つ
い
て
記
入 
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残 余 麻 薬 譲 渡 届 

年  月  日 

鹿児島県知事       様 

住所              

届出義務者続柄 

                氏名（法人にあっては，名称）             

麻薬及び向精神薬取締法第36条第3項の規定により，次のとおり届け出ます。 

譲

渡

者 

麻
薬
取
扱
者 

免許の種類  

免許番号  

氏  名 
（法人にあっては，名称）  

麻薬業務所 
所在地  

名 称  

業務(研究)の廃止または免許の 
失効年月日 

年   月   日 

残余麻薬届出年月日 年   月   日 

譲

受

者 

麻薬営業者、麻

薬診療施設の開

設者又は麻薬研

究施設の設置者 

住  所 

 

 

 

氏  名 
（法人にあっては，名称） 

 

麻
薬
取
扱
者 

免許の種類  

免許番号  

氏  名 
（法人にあっては，名称） 

 

麻薬業務所 
所在地  

名 称  

譲 渡 年 月 日 年   月   日 

譲
渡
し
た
麻
薬
の
品
名
及
び
数
量 

品  名 数  量 備  考 

   

   

   

   

   

  

法人にあっては，主たる

事務所の所在地 

法人にあっては，主たる

事務所の所在地 
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８ 麻薬廃棄届 

陳旧化した麻薬または調剤が完了していない麻薬（調剤中の汚染等により使用不

能な場合）の廃棄は，麻薬廃棄届を提出し，保健所（鹿児島市内は薬務課）の職員

の立会いのもとで廃棄することになるので，電話及びＦＡＸ等によりあらかじめ連

絡してください。 

 予製剤については調剤の準備行為であり，調剤が完了していない麻薬とみなされ

るので，汚染等により使用不能となり廃棄する場合は，同じ取扱いとなります。 

 なお，調剤ミスにより調剤された麻薬が投与できなくなった場合もこれと同様で

す。 

業務の流れ 
県薬務課又は管轄する県の保健所へ電話等で連絡 

→県担当者の立会いのもと廃棄→麻薬廃棄届の提出 
 

（記載例） 

 

 麻 薬 廃 棄 届        
 

免 許 証 の 番 号 第○○○○○○号 免許年月日 ○○年○○月○○日 

免 許 の 種 類 麻薬管理者 氏 名 山田 ○雄 

麻 薬 業 務 所 
所 在 地 鹿児島市○○二丁目○番○号 

名 称 山田医院 

廃 棄 し よ う と す る 麻 薬 

品 名 数 量 

MSコンチン錠10mg 10錠 

廃 棄 の 年 月 日  ○○年○○月○○日 

廃 棄 の 場 所 山田医院 

廃 棄 の 方 法 粉砕後，放流 

廃 棄 の 理 由 陳旧化のため 

 上記のとおり，麻薬を廃棄したいので届け出ます。 

 ○○年○○月○○日      

                   〒８９０－００００ 

住 所 (
法人にあっては、主

たる事務所の所在地) 鹿児島市○○二丁目○番○号 

届出義務者続柄 

氏 名 (
法人にあっ

ては、名称)   山 田  ○ 雄     

 

鹿児島県知事         殿 

  

薬務課･保健所と協議の上決定 

開設者の 

住所・氏名 
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別記第11号様式（第10条関係） 

         麻 薬 廃 棄 届       
 

免 許 証 の 番 号 第  号 免許年月日  年 月 日 

免 許 の 種 類  氏 名  

麻 薬 業 務 所 

所 在 地  

名 称  

廃棄しようとする麻薬 

品 名 数 量 

  

廃 棄 の 年 月 日  

廃 棄 の 場 所  

廃 棄 の 方 法  

廃 棄 の 理 由  

 

 上記のとおり，麻薬を廃棄したいので届け出ます。 

 

   年  月  日 

                     〒 

住 所 (
法人にあっては、主

たる事務所の所在地) 

 

届出義務者続柄 

氏 名 (
法人にあっ

ては、名称)                       

    

鹿児島県知事         殿 
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９．調剤済麻薬廃棄届 

「調剤された麻薬」と解釈される麻薬を廃棄した場合の届出です。 

 この場合，麻薬管理者（麻薬管理者がいない施設は，麻薬施用者）が施設内の他

の職員立会いのもとで回収困難な方法で廃棄し，開設者は廃棄届を30日以内に提出

してください。 

 なお，30日以内であれば，その間の複数の廃棄をまとめて１つの届出書で提出し

ても差し支えありません。 
 

（記載例） 

 調剤済麻薬廃棄届 
      

免 許 証 の 番 号 第○○○○○○号 免許年月日 ○○年○○月○○日 

免 許 の 種 類 麻薬管理者 氏 名 山田 ○雄 

麻 薬 業 務 所 
所 在 地 鹿児島市○○二丁目○番○号 

名 称 山田医院 

廃 棄 し た 麻 薬 

品 名 数 量 
廃 棄 
年 月 日 

患 者 の 氏 名 

ＭＳコンチン錠10mg 20錠 ○年 

△月×日 

△川□男 

廃 棄 の 方 法 粉砕後、放流 

廃 棄 の 理 由 
ＭＳコンチン錠10mgは入院患者（患者家族）から返納されたもので

ある。 

 上記のとおり，麻薬を廃棄したので届け出ます。 

  ○○年○○月○○日 

 〒８９０－００００ 

住 所 (
法人にあっては，主

たる事務所の所在地) 鹿児島市○○二丁目○番○号 

届出義務者続柄 

氏 名 (
法人にあっ

ては，名称)   山 田  ○ 雄      

 

 

鹿児島県知事         殿 

 
 

  

開設者の 

住所・氏名 
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別記第 19号様式（第 12条の６関係） 

       調 剤 済 麻 薬 廃 棄 届     

免 許 証 の 番 号  第      号 免許年月日 年  月  日 

免 許 の 種 類   氏      名  

麻薬業務所 

所在地  

名  称  

廃 棄 し た 麻 薬  

品   名 数 量 廃棄年月日 患者の氏名 

    

廃 棄 の 方 法   

廃 棄 の 理 由   

 

上記のとおり，麻薬を廃棄したので届け出ます。 

 

   年   月   日 

 

                      〒 

住 所(
法人にあっては，主

たる事務所の所在地) 

届出義務者続柄 

氏 名 (
法人にあっ

ては，名称)  

 

 

鹿児島県知事         殿 
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10．麻薬事故届 

落下，破損，飛散，紛失等の事故が生じたとき，麻薬管理者（麻薬管理者のいな

い施設は麻薬施用者）が，速やかに届け出てください。 

・事故の内容によっては，麻薬廃棄届を伴う場合があります。 

(落とした麻薬のうち一部を回収したが，汚染されたため廃棄を行う場合等) 

・事故が発生したら，まず保健所（鹿児島市内は薬務課）へ連絡してください。 

 

（記載例）オピスタン注1Aを落下破損した場合 

 麻 薬 事 故 届         

免 許 証 の 番 号 第○○○○○○号 免許年月日 ○○年○○月○○日 

免 許 の 種 類 麻薬管理者 

麻 薬 業 務 所 
所 在 地 鹿児島市○○五丁目○○番○○号 

名 称 ○○病院 

事 故 が 生 じ た 麻 薬 

品 名 数 量 

オピスタン注射液35ｍｇ １Ａ 

事故発生の状況 

事故発生年月日 

場所、事故の種類 

 

（※事故の経過等を詳細に記載する） 

 上記のとおり，事故が発生したので届け出ます。 

○○年○○月○○日 

                    〒８９０－００００ 

住 所 (
法人にあっては，主

たる事務所の所在地) 鹿児島市○○町○○番○号 

 

氏 名 (
法人にあっ

ては，名称)   山 田  ○ 吉      

 

鹿児島県知事        殿 

 

 

  

麻薬管理者（麻薬管理者

のいない施設は麻薬施

用者）の住所・氏名 

-35-



 

  

別記第 18号様式（第 12条の５関係） 

         麻 薬 事 故 届      

免許証の番号 第      号 免許年月日  年  月  日 

免 許 の 種 類  

麻薬業務所 

所在地  

名 称  

事故が生じた麻薬 

品      名 数      量 

  

事故発生の状況 

事故発生年月日 

場所，事故の種類 

 

 

 

上記のとおり，事故が発生したので届け出ます。 

 

   年   月   日 

 

  

住  所 (     ) 

 

 

氏  名 (    )   

 

 

 

鹿児島県知事        殿 
 

 

  

法人にあっては，主 

 
たる事務所の所在地 

法人にあっては， 

名     称 
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11．麻薬年間届 

麻薬の１年間(前年10月1日から本年９月30日まで)の受入れ，払出しの数量を報告

するものです。また，麻薬業務所は１年間，麻薬の施用，購入，所有等取扱いがな

い場合も，その旨の届出をしなければなりません。 

よって，この届は，毎年必ず提出しなければなりません。 

 
麻薬年間届の記載上の注意事項 

免 許 の 種 類 

免 許 証 の 番 号 

氏 名 

麻薬管理者のいる施設…麻薬管理者(個人名)  
麻薬施用者のみの施設…麻薬施用者(個人名) 

品 名 

品名は、商品名で正確に記載してください。 

同じ品名で含有量の異なる場合(例 アンペック坐剤には10mg，

20mg，30mgの３種類)は，必ず含有量を記載してください。 

患者から返品された数量は（返却分）とし，別枠で記載してくだ

さい。 

単 位 

次の略号を記載してください。 

注射液：Ａ 末，散薬：ｇ 錠剤：Ｔ ｶﾌﾟｾﾙ：Ｐ  

液剤：mL（ｵﾌﾟｿ内服液：包）ｽﾃｨｯｸ：包 ﾊﾟｯﾁ：枚 坐剤：個 

ﾊﾞｲｱﾙ：Ｖ（１Ｖを複数回に分けて使用する場合はｍＬ） 

前年10月１日 

在庫数量 麻薬帳簿や昨年提出した麻薬年間届を参考にして記入してくだ

さい。 

必ず９月30日現在の数量確認を行ってください｡  

 

※以前提出した麻薬年間届に訂正がある場合は「麻薬年間届訂正

願」を提出してください。 

前年10月1日から

本年９月30日ま

での受入数量、

払出数量 

本年９月30日 

在庫数量 

備 考 

  麻薬廃棄届により廃棄した年月日と数量 
  事故届により破損した数量 
  原末から調製し、または調製された場合はその旨 
  散薬や液剤の秤量誤差は、その旨 
  患者等から返品された麻薬を再利用した数量 
  麻薬小売業者間譲渡許可に基づいて譲受・譲渡した数量 
  自主回収等により譲渡した数量と製造番号 

※調剤済麻薬廃棄届により廃棄した数量は記載しない。 

倍散，倍液について 

コデインリン酸塩，モルヒネ塩酸塩等の原末，原液を購入し，倍散，倍液を自家

調製している場合は，原末，原液，倍散，倍液それぞれの品名に分け，記載してく

ださい。ただし，コデインリン酸塩散１％は，商品，自家製剤を問わず非麻薬とし

て取扱いますので記載の必要はありません。 
個人開設から医療法人開設にした場合 

前年10月１日在庫数量はゼロとなります｡法人にした時点での数量を受入数量の

欄に記入してください。 
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麻 薬 年 間 届 訂 正 願 
 
 

  年  月  日  
 

鹿児島県知事     殿 
 

 
             免 許 の 種 類 

             免  許  番  号  第      号（届出当時の番号） 

             麻薬業務所所在地  

             麻 薬 業 務 所 名 称  

             氏      名                

 
麻薬及び向精神薬取締法（第47条，第48条，第49条）の規定に基づく，届出済みの

    年分の麻薬年間届について，下記のとおり誤りがあったので，訂正をお願い

します。 

 

記 

 

品   名 
単 

位 

前  年 

10月1日 

在庫数量 

前年10月1日から  

本年9月30日までの 

本 年 

9月30日 

在庫数量 

備    考 
受入数量 払出数量 

届
け
出
た
数
量 

       

       

       

正
し
い
数
量 

       

       

       

訂正理由 

 １ 帳簿の見誤り，見落とし 
 ２ 計算違い 
 ３ 勘違い 
 ４ その他（                        ） 
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